
　１　特　別　職

職員数
報 酬 給 料

期 末
手 当

地 域 手 当
通 勤
手 当

退 職
手 当

計
共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

長 等 4 - 59,160 23,230 5,916 334 66,816 155,456 13,130 168,586

議 員 105 1,228,118 - 462,546 - - - 1,690,664 171,761 1,862,425

その他の
特 別 職

76 162,887 18,120 7,341 1,812 473 7,584 198,217 5,185 203,402

計 185 1,391,005 77,280 493,117 7,728 807 74,400 2,044,337 190,076 2,234,413

長 等 4 - 46,464 19,483 4,647 318 25,056 95,968 12,492 108,460

議 員 107 1,162,091 - 468,901 - - - 1,630,992 208,422 1,839,414

その他の
特 別 職

76 154,519 16,308 5,969 1,632 410 - 178,838 4,997 183,835

計 187 1,316,610 62,772 494,353 6,279 728 25,056 1,905,798 225,911 2,131,709

長 等 0 - 12,696 3,747 1,269 16 41,760 59,488 638 60,126

議 員 △2 66,027 - △6,355 - - - 59,672 △36,661 23,011

その他の
特 別 職

0 8,368 1,812 1,372 180 63 7,584 19,379 188 19,567

計 △2 74,395 14,508 △1,236 1,449 79 49,344 138,539 △35,835 102,704

49 60 43 64 55 55 68 49 55 62 59 64 54
(191)

給　与　費　明　細　書

比 較

給 与 等

区 分

平 成
27年度

平 成
26年度



　２　一 般 職

　　(1)　総　　括

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

　　(1)　総　　括

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431

72 72 72 72 72 72 72 72 72 89
(192)

区 分 職員数
給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計 備 考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 78,664 322,448,720 281,129,085 603,577,805 102,257,475 705,835,280 再任用職員2,731人分を含む

平成26年度 78,368 310,761,517 280,260,509 591,022,026 97,746,693 688,768,719 再任用職員2,113人分を含む

比　　　較 296 11,687,203 868,576 12,555,779 4,510,782 17,066,561

給 与 費

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
単 身 赴 任
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

平成27年度 7,487,664 33,329,713 5,940,216 9,750,056 20,592 3,867,560 11,522,822

平成26年度 7,493,831 32,130,797 6,591,088 9,646,684 16,479 3,710,446 10,931,178

比 較 △6,167 1,198,916 △650,872 103,372 4,113 157,114 591,644

職員手当の

内 訳

休 日 勤 務
手 当

夜 間 勤 務
手 当 宿日直手当

管 理 職 員
特別勤務手当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 地 勤 務
手 当 寒冷地手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,337,240 2,294,917 1,826,287 130,506 3,362,861 81,856,868 46,780,328 - -

5,323,075 2,288,541 1,869,238 115,382 3,063,636 82,165,544 42,297,956 - -

14,165 6,376 △42,951 15,124 299,225 △308,676 4,482,372 - -

へき地手当
初任給調整
手 当

農 林 漁 業
普及指導手当 退 職 手 当

定時制通信
教 育 手 当

産 業 教 育
手 当

義 務 教 育 等
教員特別手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 99,827 28,420 64,006,954 172,839 174,436 3,138,979

- 100,220 27,801 68,929,281 213,242 173,680 3,172,410

- △393 619 △4,922,327 △40,403 756 △33,431



　(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

　　（一般職員）

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

　　（一般職員）

区 分 増 減 額 備 考

千円 千円

給 料 993,235
給与改定に
伴う増加分

146,286

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

昇給に伴う
増加分

270,392

その他の増
減分

576,557 予算計上人員減に伴う減分

△49,480千円

減額措置終了に伴う増分

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

減額措置終了に伴う増分

1,263,117千円

その他の減分 △637,080千円

職員手当 △1,328,794
制度改正に

383,601 住居手当 △115,092千円

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

職員手当 △1,328,794
制度改正に
伴う増減分 383,601 住居手当 △115,092千円

勤勉手当 498,693千円

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

58 79 72 74 82 97 275

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

(193)

平成 27 年度計上人員 7,599 人 

平成 26 年度計上人員 7,619 人 

差        引        △ 20 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

   ６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 



区 分 増 減 額 備 考

千円 千円

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

千円 千円

その他の増
減分 △1,712,395

△29,240千円

49,708千円

予算計上人員減に伴う減分

管理職手当減額措置終了に伴
う増分

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

58 79 72 74 82 97 275

地域手当、期末・勤勉手当、
退職手当等の増減分

△1,732,863千円

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

(194)

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 



　　（警察職員）

区 分 増 減 額 備 考増 減 事 由 別 内 訳 説 明

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

区 分 増 減 額 備 考

千円 千円

給 料 2,955,872
給与改定に
伴う増加分

232,728

昇給に伴う
256,166

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

昇給に伴う
増加分

256,166

その他の増
減分

2,466,978 予算計上人員増に伴う増分

19,826千円

減額措置終了に伴う増分

2,681,110千円

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

2,681,110千円

その他の減分 △233,958千円

職員手当 △14,083
制度改正に
伴う増減分 706,182 住居手当 △283,492千円

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 989,674千円

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

58 79 72 74 82 97 275

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

(195)

平成 27 年度計上人員    17,287 人 

平成 26 年度計上人員 17,229 人 

差        引      58 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 



区 分 増 減 額 備 考

千円 千円

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

千円 千円

その他の増
減分 △720,265

240千円

21,685千円

予算計上人員増に伴う増分

管理職手当減額措置終了に伴
う増分

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

△742,190千円

58 79 72 74 82 97 275

地域手当、期末・勤勉手当、
退職手当等の増減分

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

(196)

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 



　　（教育職員）

区 分 増 減 額 備 考増 減 事 由 別 内 訳 説 明

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

区 分 増 減 額 備 考

千円 千円

給 料 7,738,096
給与改定に
伴う増加分

1,045,468

昇給に伴う
2,904,492

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

昇給に伴う
増加分

2,904,492

その他の増
減分

3,788,136 予算計上人員増に伴う増分

1,070,647千円

減額措置終了に伴う増分

7,820,653千円

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

7,820,653千円

その他の減分

職員手当 2,211,453
制度改正に
伴う増減分 2,652,825 住居手当 △589,696千円

△5,103,164千円

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

勤勉手当 3,242,521千円

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

58 79 72 74 82 97 275

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 

(197)

平成 27 年度計上人員 53,778 人 

平成 26 年度計上人員 53,520 人 

差        引      258 人 

給与改定の状況 

区 分 実施時期 
給料の 

改定率 

平成 26 年度 平成 26 年４月１日  0.49％ 

 

給料（月額） 

行政職給料表（1）６級相当職以下の者 

４％減額措置の終了 

行政職給料表（1）７級相当職以上の者 

６％減額措置の終了 

勤勉手当 

   支給率（月分） 

  管理職手当１種～３種の職員以外の者 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.750   0.750 1.500 

改定前   0.675   0.675 1.350 

比 較   0.075      0.075 0.150 

  
   管理職手当１種～３種の職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.950   0.950   1.900 

改定前   0.875   0.875   1.750 

比 較   0.075   0.075   0.150 

   
    再任用職員 

区 分 ６ 月 12 月 計 

改定後   0.350   0.350   0.700 

改定前   0.325   0.325   0.650 

比 較 0.025 0.025   0.050 

   
 

住居手当（月額） 

  自己所有住宅居住者 

. .0 円（改定前 3,000 円） 



区 分 増 減 額 備 考

千円 千円

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

千円 千円

その他の増
減分 △441,372

644,929千円

286,982千円

予算計上人員増に伴う増分

管理職手当減額措置終了に伴
う増分

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

58 79 72 74 82 97 275

地域手当、期末・勤勉手当、
退職手当等の増減分

△1,373,283千円

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 
管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 

(198)

管理職手当（月額） 

 定額から 10％相当額を減じる措置の終了 



　(3) 給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職

72 72 72 72 72 72 72 72 72 89

(199)

　　ア　職員１人当たり給与

行政職(1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

平 均 給 料 月 額 (円) 349,856 364,331 310,978 370,120

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 454,406 430,609 460,177 438,569

平 均 年 齢 (歳) 43.7 42.6 38.3 54.3

平 均 給 料 月 額 (円) 347,635 366,762 306,224 367,058

平 均 給 与 月 額
(期末・勤勉手当を除く)

(円) 445,710 433,128 452,685 434,292

平 均 年 齢 (歳) 43.4 43.1 38.6 54.3

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

　　イ　初　任　給

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

本 県 146,500 160,700 180,800 - 179,500 201,900

国 142,100 - 181,200 - - -

行 政 職 (1) 教 育 職
区 分

高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円) 高校卒(円) 短大卒(円) 大学卒(円)

175,900 192,300 209,600 144,200 - -

163,800 177,700 202,300 139,500 - -

公 安 職 技 能 職



　　ウ　級別職員数

職 員 数 構 成 比 職 員 数 構 成 比 職 員 数 構 成 比

(人) (％) (人) (％) (人) (％)

10 級 5 0.1 ５ 級 1,395 3.3 ８ 級 302 2.0

９ 級 45 0.6 ４ 級 1,666 3.9 ７ 級 146 1.0

(1,121) (100.0)

32,832 78.0

６ 級 1,036 13.4 １ 級 30 0.1 ４ 級 3,445 22.8

５ 級 1,697 21.9 ３ 級 5,213 34.5

４ 級 1,822 23.6 ２ 級 1,993 13.2

(325) (100.0)

889 11.5

１ 級 905 11.7

(325) (100.0) (1,121) (100.0)

7,732 100.0 42,115 100.0

10 級 5 0.1 ５ 級 1,418 3.4 ８ 級 314 2.1

９ 級 45 0.5 ４ 級 1,668 4.0 ７ 級 122 0.8

(1,042) (100.0)

32,889 78.0

６ 級 1,043 13.5 １ 級 39 0.1 ４ 級 3,460 23.0

５ 級 1,740 22.5 ３ 級 5,174 34.5

４ 級 1,893 24.5 ２ 級 2,022 13.5

(316) (100.0)

870 11.3

１ 級 920 11.9

(316) (100.0) (1,042) (100.0)

7,730 100.0 42,143 100.0

備考　　(　　)は再任用短時間勤務職員数を外数で示す。

122 67 69 69 67 69 69 67 69 69

(200)

１ 級 2,872 19.1

平成25年12月1日
現 在

８ 級 85 1.1

510 6.6３ 級

７ 級 619 8.0 ２ 級

区 分

級 級

平成26年12月1日
現 在

計

２ 級

級

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職

計

３ 級

８ 級 88 1.1 ３ 級 ６ 級

２ 級

７ 級

計

14.7

615 8.0

6,192

630 8.1

５ 級 405 2.7

３ 級 ６ 級6,129 14.5 642 4.3

100.0

417 2.7

１ 級 2,978 19.7

２ 級

計計

623 4.1

５ 級

100.015,011計

15,117



40

職 員 数 構 成 比 20

(人) (％) 20

５ 級 309 96.3 40

４ 級 12 3.7 40

(50) (100.0) 20

-           -           20

40

１ 級 -           -           40

(50) (100.0) 20

321 100.0 20

５ 級 360 96.8 40

４ 級 12 3.2 40

(48) (100.0) 20

-           -           20

40

１ 級 -           -           40

(48) (100.0) 20

372 100.0 20

備考　　(　　)は再任用短時間勤務職員数を外数で示す。 40

40

40

40

40

40

122 67 69 69

３ 級

計

計

３ 級

２ 級

(201)

２ 級 -           -           

-           -           

区 分

平成26年12月1日
現 在

平成25年12月1日
現 在

技 能 職

級



 （行政職(1)の級別の標準的な職務内容）

区　　分 10　　級 ９　　級 ８　　級 ７　　級 ６　　級

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

区　　分 10　　級 ９　　級 ８　　級 ７　　級 ６　　級

標　準　職　務

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

標　準　職　務

区　　分 ５　　級 ４　　級 ３　　級 ２　　級 １　　級

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

標　準　職　務

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 

112 125 125 125 125 125
(202)

理 事 本 庁 の 部 長

大規模出先機関

の長、副所長 

本 庁 の 課 長

出先機関の長、副

所長、部長、担当

部長 

グループリーダー 

出先機関の次長、 

課長、課長補佐 

副 主 幹

副 技 幹

 

主 査

 

主 任 主 事

主 任 技 師

 

高度の知識経験

を必要とする主

事、技師 

主 事

技 師

局 長

特定の大規模出先

機関の長 



　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率

72 72 72 72 72 72 72 72 72 89
(203)

　　エ　昇給

行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

(人) 78,118 7,904 49,825 15,521 525

(人) 72,922 7,483 46,890 14,009 525

(人) 8,373 779 6,247 651 114

(人) 2,302 113 1,416 762 2

(人) 44,769 4,786 28,665 8,581 271

(人) 13,737 1,365 8,398 3,193 86

(人) 3,513 422 2,116 702 35

(人) 228 18 48 120 17

(％) 93.3 94.7 94.1 90.3 100.0

(人) 77,769 7,873 49,519 15,467 571

(人) 73,364 7,510 47,371 13,888 570

(人) 8,518 770 6,252 767 117

(人) 2,315 132 1,502 672 2

(人) 44,625 4,768 28,545 8,498 314

(人) 13,842 1,390 8,527 3,111 103

(人) 3,833 427 2,488 698 30

(人) 231 23 57 142 4

(％) 94.3 95.4 95.7 89.8 99.8比 率 (B) ／ (A)

平　成
26年度

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

号給数
別内訳

２ 号 給

３ 号 給

４ 号 給

５ 号 給

６ 号 給

８ 号 給

８ 号 給

平　成
27年度 号給数

別内訳
５ 号 給

６ 号 給

４ 号 給

比 率 (B) ／ (A)

左のうち主な給料表単位ごとの内訳

職 員 数 (A)

昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)

３ 号 給

区 分

２ 号 給

全 給 料 表

　　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６ 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 ) (月分)

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

(0.975) (1.125) (2.1)
 1.9  2.05  3.95

(1.0) (1.15) (2.15)
 1.975  2.125  4.1

　備考　(　　)は再任用職員の支給率を示す。

備 考

有

有

有

平成27年度

平成26年度

国

区 分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支 給 期 別 支 給 率



　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)

72 72 72 72 72 72 72 72 72 89
(204)

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

25年勤続
の 者

35年勤続
の 者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

支給率等 25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が25年以上で勧奨により退
　職する場合、定年退職年齢前１年に
　つき給料月額を２％割増しして算定
　(割増しの限度は20％)

国の制度
(支給率等)

25.55625 34.58250 49.59000 49.59000

定年前早期退職特例措置
　勤続年数が20年以上で早期退職の認
　定を受けて退職する場合、定年退職
　年齢前１年につき給料月額を３％（
　定年前１年は２％）割増しして算定

区 分 そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考

　　ク　特殊勤務手当

全 給 料 表 行 政 職 (1) 教 育 職 公 安 職 技 能 職

1.4 0.9 1.1 2.9 0.4

41.8 24.6 32.8 80.6 30.1

支 給 総 額 が
多 い 手 当 名

支給対象職員の
比率が高い手当名

区 分

教員特殊業務手当、警察業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、災害応急作業等手当

警察業務手当、教員特殊業務手当、夜間特殊業務手当、
税務手当、保健福祉業務等従事手当

平 成 26 年
12月1日現在

給料に対する比率 (％ )

支給対象職員の比率(％)

代表的な特
殊勤務手当
の 名 称

　　キ　地域手当

支 給 対 象 地 域
鎌 倉 市
逗 子 市
厚 木 市

横 浜 市
川 崎 市
海 老 名 市

相 模 原 市
横 須 賀 市
藤 沢 市
茅 ケ 崎 市
大 和 市
伊 勢 原 市

平 塚 市
秦 野 市
座 間 市
葉 山 町

小 田 原 市
三 浦 市
綾 瀬 市
大 磯 町
二 宮 町
(旧城山町)

そ の 他 の
県 内 市 町 村

支 給 率 (％ ) 10 10 10 10 10 10 

支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
(平成26年12月1日現在)

3,991 41,718 15,203 4,951 3,470 1,907 

国の指定基準に基づく
支 給 率 ( ％ )

15 12 10 6 3 0 

(旧藤野町を含む)(旧藤野町を含む)



　ケ　その他の手当

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 89

(205)

　　(ア)　扶養手当

区 分 本 県 国

配 偶 者 月　額　　　　　　14,800円 月　額　　　　　　13,000円

月　額　　　　 各　7,000円 月　額　　　　 各　6,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　7,800円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　12,500円

ただし、扶養親族でない配偶者が
ある場合このうち１人のみ
　　　　　　　　月額　6,500円
配偶者のない場合このうち１人
のみ
　　　　　　　 月額　11,000円

そ の 他 の 扶 養 親 族 月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　6,500円

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子の加算

月　額　１人につき　7,000円 月　額 １人につき　5,000円

配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 の う ち ２ 人 ま で

　　(イ)　住居手当

本 県 国

自己所有
住宅居住者

支給せず 支給せず

借家･借間
居 住 者

区 分

職 員 が 自 ら
居住する住宅

単身赴任手当受給者の
留守家族の居住する住宅

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額28,000 円） 

職員が自ら居住する場合の住居手当の月 

額の２分の１に相当する額（100 円未満 

切捨て）を月額として支給 

１か月の家賃額が 12,000 円以下の場合 

 支給せず 

１か月の家賃額が 12,000 円を超える場合 

 １か月の家賃額から 12,000 円を控除し 

た額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 

 （ただし、支給限度額は月額 27,000 円） 

職員が自ら居住する場合の借家・借間に 

係る住居手当の月額の２分の１に相当す 

る額（100 円未満切捨て）を月額として 

支給 



　　(ウ)　通勤手当

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

区 分 本 県 国

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

交 通 機 関
等 利 用 者

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

交通用具利用者

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

異 動 に 伴 う
新 幹 線 等 利

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

新 幹 線 等 利
用 者 の 加 算

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

113 312 312

(206)

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 45,000 円を超え 45,600 円未満の場 

合 

  

  に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

を通勤手当として支給 

１か月あたりの運賃等相当額が月額 45,600 

円以上の場合 

１か月当たりの運賃等相当額－300 円に 

支給単位期間の月数を乗じて得た額を通 

勤手当として支給 

45,000 円＋  
１か月あたりの運賃相当額－45,000 円 

２ 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につき 

算出した運賃等相当額(６か月定期券等低廉 

な価額)を一括支給 

ただし、１か月当たりの運賃等相当額(運賃 

等相当額を支給単位期間の月数で除して得 

た額)が 55,000 円を超える場合 

 55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて 

得た額を通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 28,100 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 30,500 円を１か月の通勤手当として支給 

片道２km 未満 支給せず 

片道２km 以上 60km 未満 

 2,000 円から 29,800 円までを利用距離に 

応じ１か月の通勤手当として支給 

片道 60km 以上 

 31,600 円を１か月の通勤手当として支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 

６か月を超えない期間(支給単位期間)につ 

き算出した特別料金等の２分の１相当額を 

支給 

ただし、１か月当たりの特別料金等２分の 

１相当額が 20,000 円以上の場合 

 20,000 円に支給単位期間月数を乗じて得 

た額を支給 




